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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、当社の持分法適用関連会社であるBELCHIM CROP PROTECTION N.V.(以下「BCP」といいます。)において、不

適切な会計処理が行われていた疑義が判明したため、平成30年３月９日に社内調査委員会を設置し、事態の全容把握

とその根本的な原因の解明に努めてまいりました。

平成30年６月２日に受領した同委員会による調査結果報告を踏まえ、当社の過年度の連結財務諸表における持分法

仕訳及び未実現損益の消去に関する修正等を行うことを決定し、過年度の決算を訂正いたしました。

以上の結果、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表及び四半期連結財

務諸表に含まれる一連の会計処理を訂正することといたしました。

これらの決算訂正により、当社が平成27年８月11日に提出いたしました第93期第１四半期（自　平成27年４月１

日　至　平成27年６月30日）に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引

法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、新日本有限責任監査法人より四半期レビューを受けており、その

四半期レビュー報告書を添付しております。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

四半期レビュー報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

 

回次
第92期

第１四半期
連結累計期間

第93期
第１四半期
連結累計期間

第92期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (百万円) 25,066 28,761 103,330

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △1,064 978 11,435

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

(百万円) △669 541 6,661

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △886 90 6,797

純資産額 (百万円) 43,101 50,868 50,779

総資産額 (百万円) 159,500 160,706 167,662

１株当たり四半期(当期)純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △1.67 1.35 16.65

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 27.0 31.7 30.3
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利

益又は親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における売上高は前年同四半期比36億円増の287億円、営業利益は前年同四半期比13億

円増の12億円、営業外では、為替差損益が前年同四半期の差損から差益に転じ経常利益は前年同四半期比20億円増

の９億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比12億円改善の５億円となりました。

 

（無機化学事業）

酸化チタンは、国内では関連業界の需要減により販売数量が前年同四半期を下回るとともに、海外では市況の

一段の軟化も見られましたが、為替円安効果により売上高は97億円（前年同四半期並）となりました。機能材料

は、電子部品向けや導電性材料などが引き続き好調であった他、昨年第２四半期に販売を開始した新製品の貢献

も加わって、売上高は33億円（前年同四半期比９億円増）となりました。

この結果、当事業の売上高は131億円（前年同四半期比９億円増）、営業利益は機能材料の増収と円安効果など

により17億円（前年同四半期比９億円増）となりました。

 
(有機化学事業)

農薬は、国内販売は前年同四半期並みに止まりましたが、欧州向けが新規混合剤の上市を含めた拡販努力によ

り既存主力剤の多くで前年同四半期を上回った他、近年注力しているアジア向けも着実な伸びを示すなど、海外

販売が増加したことから、売上高は前年同四半期を上回りました。

この結果、当事業の売上高は148億円（前年同四半期比28億円増）、営業利益は５千万円（前年同四半期は５億

円の営業損失）となりました。

 

（その他の事業）

売上高は７億円（前年同四半期並）、営業損失７千万円（前年同四半期並）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて69億円減少して1,607億円となりまし

た。流動資産は、55億円減少し1,019億円となりました。これは、売掛金及び受取手形が40億円、その他流動資産が

12億円増加しましたが、現預金が36億円、たな卸資産が72億円それぞれ減少したことなどによるものです。固定資

産は、前連結会計年度末と比べて13億円減少の587億円となりました。これは、有形固定資産が11億円減少したこと

などによるものです。

負債については、前連結会計年度末に比べて70億円減少し1,098億円となりました。これは、支払手形及び買掛金

が14億円、長短借入金が53億円、フェロシルト回収損失引当金が５億円それぞれ減少したことなどによるもので

す。

純資産については、前連結会計年度末並みの508億円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益を

５億円計上したこと及び為替換算調整勘定が５億円減少したことなどによるものです。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は2,702百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,000,000,000

計 1,000,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月11日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 403,839,431 403,839,431 東京証券取引所市場第一部
単元株式数は1,000
株であります。

計 403,839,431 403,839,431 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日

― 403,839 ― 43,420 ― 9,155

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成27年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

   平成27年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式　　　3,973,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　396,284,000 396,284 ―

単元未満株式 普通株式　　　3,582,431 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 　403,839,431 ― ―

総株主の議決権 ― 396,284 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄には、名義人以外から株券喪失登録のある株式が1,000株(議決権１個)含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式12株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成27年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

石原産業株式会社
大阪市西区江戸堀
１丁目３番15号

3,973,000 ― 3,973,000 0.98

計 ― 3,973,000 ― 3,973,000 0.98
 

(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含めております。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 21,471 17,817

  受取手形及び売掛金 29,059 33,140

  商品及び製品 31,869 26,859

  仕掛品 4,149 4,565

  原材料及び貯蔵品 17,357 14,747

  繰延税金資産 2,276 2,203

  その他 1,485 2,760

  貸倒引当金 △188 △173

  流動資産合計 107,480 101,920

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械及び装置（純額） 18,253 18,174

   その他（純額） 26,272 25,190

   有形固定資産合計 44,525 43,364

  無形固定資産 147 144

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,729 3,786

   繰延税金資産 8,788 8,780

   退職給付に係る資産 14 14

   その他 3,071 2,791

   貸倒引当金 △94 △95

   投資その他の資産合計 15,508 15,277

  固定資産合計 60,181 58,786

 資産合計 167,662 160,706
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 12,409 10,948

  短期借入金 31,472 28,519

  1年内償還予定の社債 280 280

  未払法人税等 747 383

  フェロシルト回収損失引当金 2,458 1,860

  関係会社整理損失引当金 323 177

  その他の引当金 728 1,120

  その他 8,472 8,772

  流動負債合計 56,892 52,062

 固定負債   

  社債 840 840

  長期借入金 42,447 40,034

  その他の引当金 890 923

  退職給付に係る負債 12,084 12,133

  持分法適用に伴う負債 683 826

  その他 3,044 3,017

  固定負債合計 59,990 57,775

 負債合計 116,882 109,838

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 43,420 43,420

  資本剰余金 10,626 10,626

  利益剰余金 △1,662 △1,120

  自己株式 △697 △698

  株主資本合計 51,687 52,227

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 513 584

  繰延ヘッジ損益 0 △0

  為替換算調整勘定 △1,023 △1,556

  退職給付に係る調整累計額 △398 △386

  その他の包括利益累計額合計 △907 △1,359

 純資産合計 50,779 50,868

負債純資産合計 167,662 160,706
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 25,066 28,761

売上原価 19,352 21,662

売上総利益 5,713 7,099

販売費及び一般管理費 5,840 5,827

営業利益又は営業損失（△） △126 1,271

営業外収益   

 受取利息 14 6

 受取配当金 78 58

 為替差益 － 66

 その他 116 137

 営業外収益合計 210 269

営業外費用   

 支払利息 397 373

 持分法による投資損失 266 88

 為替差損 266 －

 その他 217 100

 営業外費用合計 1,148 563

経常利益又は経常損失（△） △1,064 978

特別損失   

 固定資産処分損 95 112

 その他 9 0

 特別損失合計 105 112

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,170 865

法人税、住民税及び事業税 48 269

法人税等調整額 △548 54

法人税等合計 △500 323

四半期純利益又は四半期純損失（△） △669 541

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△669 541
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △669 541

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △8 71

 繰延ヘッジ損益 6 △0

 為替換算調整勘定 △214 △492

 退職給付に係る調整額 71 11

 持分法適用会社に対する持分相当額 △71 △41

 その他の包括利益合計 △216 △451

四半期包括利益 △886 90

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △886 90
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平

成25年９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。

当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸

表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

　１　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関などからの借入債務等に対し、保証を行っております。

 

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

石原鉱産株式会社 5百万円 5百万円

石原酸素株式会社 100 100

計 105百万円 105百万円
 

 

　２　受取手形割引高

 

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

受取手形割引高 130百万円 502百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費及びその他の償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであ

ります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費及びその他の償却費 1,231百万円 1,188百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１　配当金支払額

該当事項はありません。

 

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１　配当金支払額

該当事項はありません。

 

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 報告セグメント

合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

 無機化学事業 有機化学事業 その他の事業

売上高       

外部顧客への売上高 12,250 12,020 795 25,066 ― 25,066

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 166 166 △166 ―

計 12,250 12,020 962 25,233 △166 25,066

セグメント利益
又は損失(△)

785 △552 △21 211 △338 △126
 

(注)　１　調整額は、次のとおりであります。

セグメント利益又は損失の調整額△338百万円には、セグメント間取引消去69百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△408百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 報告セグメント

合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

 無機化学事業 有機化学事業 その他の事業

売上高       

外部顧客への売上高 13,170 14,838 751 28,761 ― 28,761

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 232 232 △232 ―

計 13,170 14,838 984 28,994 △232 28,761

セグメント利益
又は損失(△)

1,713 56 △71 1,698 △427 1,271
 

(注)　１　調整額は、次のとおりであります。

セグメント利益又は損失の調整額△427百万円には、セグメント間取引消去40百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△467百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　
　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

　 １株当たり四半期純利益金額
　 又は四半期純損失金額(△)

△1円67銭 1円35銭

    (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額
又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額
(△)　(百万円)

△669 541

    普通株主に帰属しない金額　(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額
又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)
(百万円)

△669 541

    普通株式の期中平均株式数　(千株) 399,925 399,860
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な偶発債務)

前連結会計年度(平成27年３月31日)

当社四日市工場内の土壌・地下水の汚染修復対策並びに工場内に存在すると推定される埋設物への措置費用につ

いては、当期に支出した費用及び当期末において合理的に見積もられる範囲内の費用を特別損失に計上し、それ以

外で現時点において合理的に見積もることができない恒久的な汚染修復対策の費用及び埋設物の措置費用は計上し

ておりません。

 

１　四日市工場内における土壌・地下水汚染への対応

コンプライアンス総点検後に実施した当社四日市工場内の土壌・地下水調査の結果、主に過去の生産活動に

由来すると考えられる汚染が判明したため、当社は三重県生活環境の保全に関する条例に基づく届出書を、平

成20年に所管する四日市市に提出しました。その後、第三者の学識経験者による環境専門委員会の指導と助言

の下、汚染状況及び汚染源の特定に関する調査、汚染の拡散防止策にかかわる設計データを収集してきており

ます。

これまでに、原因物質の除去や不溶化の工法検討のための試験施工を経て、汚染地下水の拡散を防ぐための

揚水設備と水処理設備を設置し、本格的な揚水を継続しています。

今後は、本格揚水を継続するとともに、これまでの調査や試験結果などに基づき、追加の揚水浄化処理設備

の設置検討、不溶化の試験施工による現場適用検討など、具体的な汚染修復対策についての検討を継続しま

す。

 

２　四日市工場内に存在すると推定される埋設物への対応

コンプライアンス総点検において公表した、四日市工場内において撤去を要すると考えられる埋設物等の現

時点における調査結果は、下記項目に記載のとおりであります。将来的に一定の範囲での業績への影響は避け

られないものと考えていますが、当該場所を含め工場内各所の空き地が、広くフェロシルトの仮保管場所と

なっている状況下では、効率的に詳細調査を継続することができず、現在も埋設物の種類・性状・埋設量等の

全体概要の確認には至っておりません。

このような現状に鑑み、下記案件についての埋設物の埋設位置・範囲・性状・数量の特定や適切な撤去方法

など更なる細部検討は、四日市工場内で仮保管中であるフェロシルトの最終処分が完了する平成27年度以降と

し、それまでの間は、現在も実施している周辺環境への影響を継続的にモニタリングしてまいります。

①第２グラウンドの埋設物

当該場所は、過去に沈澱池として使用されていた経緯から、合法的に処理された廃棄物も存在しており、こ

れらと違法性の認められる埋設物を峻別の上撤去することとなります。埋設物の位置を特定するための確認調

査の過程で、地中での金属反応と他の地層と異なる地質が存在することを確認しており、ボーリング及び試掘

調査を実施した結果、一部の廃棄物(金属物)の埋設が確認されています。

②旧ＳＲ（合成ルチル）工場跡地の無機性汚泥など

同工場跡地で仮保管していた施工地からの回収フェロシルトは、平成21年１月から搬出を開始し、搬出が完

了した区画で一部掘削を実施しました。一部の掘削区画からは無機性汚泥が確認されています。
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当第１四半期連結会計期間(平成27年６月30日)

当社四日市工場内の土壌・地下水の汚染修復対策並びに工場内に存在すると推定される埋設物への措置費用につ

いては、当四半期に支出した費用及び当四半期末において合理的に見積もられる範囲内の費用を特別損失に計上す

ることとしていますが、当四半期新たな費用は発生しておらず、平成26年度以前に計上した引当金の範囲で対応し

ております。それ以外で現時点において合理的に見積もることができない恒久的な汚染修復対策の費用及び埋設物

の措置費用は計上しておりません。

 

１　四日市工場内における土壌・地下水汚染への対応

コンプライアンス総点検後に実施した当社四日市工場内の土壌・地下水調査の結果、主に過去の生産活動に

由来すると考えられる汚染が判明したため、当社は三重県生活環境の保全に関する条例に基づく届出書を、平

成20年に所管する四日市市に提出しました。その後、第三者の学識経験者による環境専門委員会の指導と助言

の下、汚染状況及び汚染源の特定に関する調査、汚染の拡散防止策にかかわる設計データを収集してきており

ます。

これまでに、原因物質の除去や不溶化の工法検討のための試験施工を経て、汚染地下水の拡散を防ぐための

揚水設備と水処理設備を設置し、本格的な揚水を継続しています。

今後は、本格揚水を継続するとともに、これまでの調査や試験結果などに基づき、追加の揚水浄化処理設備

の設置検討、不溶化の試験施工による現場適用検討など、具体的な汚染修復対策についての検討を継続しま

す。

 

２　四日市工場内に存在すると推定される埋設物への対応

コンプライアンス総点検において公表した、四日市工場内において撤去を要すると考えられる埋設物等の現

時点における調査結果は、下記項目に記載のとおりであります。将来的に一定の範囲での業績への影響は避け

られないものと考えていますが、当該場所を含め工場内各所の空き地が、広くフェロシルトの仮保管場所と

なっている状況下では、効率的に詳細調査を継続することができず、現在も埋設物の種類・性状・埋設量等の

全体概要の確認には至っておりません。

このような現状に鑑み、下記案件についての埋設物の埋設位置・範囲・性状・数量の特定や適切な撤去方法

など更なる細部検討は、四日市工場内で仮保管中であるフェロシルトの最終処分が完了する平成27年度以降と

し、それまでの間は、現在も実施している周辺環境への影響を継続的にモニタリングしてまいります。

①第２グラウンドの埋設物

当該場所は、過去に沈澱池として使用されていた経緯から、合法的に処理された廃棄物も存在しており、こ

れらと違法性の認められる埋設物を峻別の上撤去することとなります。埋設物の位置を特定するための確認調

査の過程で、地中での金属反応と他の地層と異なる地質が存在することを確認しており、ボーリング及び試掘

調査を実施した結果、一部の廃棄物(金属物)の埋設が確認されています。

②旧ＳＲ(合成ルチル)工場跡地の無機性汚泥など

同工場跡地で仮保管していた施工地からの回収フェロシルトは、平成21年1月から搬出を開始し、搬出が完了

した区画で一部掘削を実施しました。一部の掘削区画からは無機性汚泥が確認されています。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成30年６月２日

石原産業株式会社

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   藤　　田　　立　　雄   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   栗   原   裕   幸   印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている石原産業株式会

社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る訂正後の四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、石原産業株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

強調事項

注記事項 重要な偶発債務に、四日市工場内における土壌・地下水汚染への対応、及び、四日市工場内に存在すると推

定される埋設物への対応に関する事項が記載されている。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な

お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成27年８月10日に四半期レビュー報告書を提出した。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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